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認知症の方の介護をしている家族のつどいを開催します。

介護についての日頃の思いを話し合い、仲間づくりやリフレッシュをする会です。

毎月「認知症の人と家族の会」より相談員が来られ、認知症について勉強をしたり介護についての相談・助言を

受けることができます。

＊参加申し込みは不要です。都合のつく時間にお気軽にご参加ください。

【 日 時

【 場 所

【 参加費

【問い合わせ先】南部地域包括支援センター（健康福祉課）
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■ 
今年、鳥取県指定保護文化財「法勝寺電車」が、修繕を終え南部町公民館さいはく分館駐車場に戻ってくることと

なりました。

これを記念して、

催します。みなさまがお持ちの法勝寺電車にまつわる写真や、心温まるお話などをご応募いただき、写真展を盛り上

げていただきますようお願いします。

【 募 集

【応募方法

【募集締切

【注意事項

【展示した写真について

【問い合わせ先】

 介護をされている「家族のつどい」開催のお知らせ
認知症の方の介護をしている家族のつどいを開催します。

介護についての日頃の思いを話し合い、仲間づくりやリフレッシュをする会です。

毎月「認知症の人と家族の会」より相談員が来られ、認知症について勉強をしたり介護についての相談・助言を

受けることができます。

＊参加申し込みは不要です。都合のつく時間にお気軽にご参加ください。

【 日 時 】１１月２０日（金）

【 場 所 】健康管理センターすこやか

【 参加費 】１００円（茶菓代）

【問い合わせ先】南部地域包括支援センター（健康福祉課）
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 「思い出の法勝寺電車」写真展
今年、鳥取県指定保護文化財「法勝寺電車」が、修繕を終え南部町公民館さいはく分館駐車場に戻ってくることと

なりました。 

これを記念して、

催します。みなさまがお持ちの法勝寺電車にまつわる写真や、心温まるお話などをご応募いただき、写真展を盛り上

げていただきますようお願いします。

募 集 】■写真

・法勝寺電車が映っている写真（タイトル、エピソードなどもあれば合わせてお知らせください）

・サイズ不問（そのままの形で展示します）

■エピソード

・法勝寺電車の

どをお知らせください。

応募方法】所定の用紙に、写真

南部町教育委員会事務局、南部町立図書館（法勝寺・天萬）へ持参もしくは郵送して下さい。

※応募用紙は、法勝寺図書館・天萬図書館・教育委員会事務局に設置しています。

募集締切】平成２７年１１月２０日（金）

注意事項】・応募いただいた写真は、１２月上旬に南部町公民館さいはく分館で展示します。展示や広報に関す

使用および公開についてご承諾ください。

・またご提出いただいた写真は法勝寺電車の貴重な資料として、パンフレット、ポスター、チラシ等

の

・被写体の肖像権侵害等の責任は負いかねます。

・写真は、第三者発行の印刷物やホームページに掲載されたものから転用された写真は受付できません。
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介護についての日頃の思いを話し合い、仲間づくりやリフレッシュをする会です。

毎月「認知症の人と家族の会」より相談員が来られ、認知症について勉強をしたり介護についての相談・助言を
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１１月２０日（金）

健康管理センターすこやか

１００円（茶菓代）
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これを記念して、12 月の「お帰り法勝寺電車イベント（仮・日時未定）」で「思い出の法勝寺電車」写真展を開

催します。みなさまがお持ちの法勝寺電車にまつわる写真や、心温まるお話などをご応募いただき、写真展を盛り上

げていただきますようお願いします。
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※応募用紙は、法勝寺図書館・天萬図書館・教育委員会事務局に設置しています。

平成２７年１１月２０日（金）

・応募いただいた写真は、１２月上旬に南部町公民館さいはく分館で展示します。展示や広報に関す

使用および公開についてご承諾ください。

・またご提出いただいた写真は法勝寺電車の貴重な資料として、パンフレット、ポスター、チラシ等

の印刷物や町のホームページに使用させていただくことがあります。
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・写真は、第三者発行の印刷物やホームページに掲載されたものから転用された写真は受付できません。
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月の「お帰り法勝寺電車イベント（仮・日時未定）」で「思い出の法勝寺電車」写真展を開

催します。みなさまがお持ちの法勝寺電車にまつわる写真や、心温まるお話などをご応募いただき、写真展を盛り上

げていただきますようお願いします。 
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・応募いただいた写真は、１２月上旬に南部町公民館さいはく分館で展示します。展示や広報に関す
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・応募いただいた写真は、１２月上旬に南部町公民館さいはく分館で展示します。展示や広報に関す

・またご提出いただいた写真は法勝寺電車の貴重な資料として、パンフレット、ポスター、チラシ等

・写真は、第三者発行の印刷物やホームページに掲載されたものから転用された写真は受付できません。

教育委員会事務局及び図書館窓口でお返しします

６日発行 

 

電話６６－３１１３ 

town.nanbu.tottori.jp 

@town.nanbu.tottori.jp 

毎月「認知症の人と家族の会」より相談員が来られ、認知症について勉強をしたり介護についての相談・助言を

今年、鳥取県指定保護文化財「法勝寺電車」が、修繕を終え南部町公民館さいはく分館駐車場に戻ってくることと

月の「お帰り法勝寺電車イベント（仮・日時未定）」で「思い出の法勝寺電車」写真展を開

催します。みなさまがお持ちの法勝寺電車にまつわる写真や、心温まるお話などをご応募いただき、写真展を盛り上

・法勝寺電車が映っている写真（タイトル、エピソードなどもあれば合わせてお知らせください） 

出、法勝寺電車に関するエピソードなど何でも構いません。心温まるエピソードな

貼り付け 
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＜生活習慣病予防講演会＞
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【タイトル】

【 講 師
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【 日 時

    

    

【 場 所
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【 その他
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します

【 日 時

【 場 所

【

 

 

【 主 催

【連絡

■ 『からだスッキリ教室』
 南部町では運動不足の方や生活習慣を見直されない方が多く、生活習慣病

活習慣が原因で起こる病気）になる方が年々増えています。

 一度限りの人生です

を目指しましょう！

講演会と運動講習を行いますのでぜひご参加ください。
 

＜生活習慣病予防講演会＞

【 日 時 】１０月２９日（木）

    （受付）午前９時３０分～

    （講演）午前１０時

【 場 所 】南部町健康管理センターすこやか（西伯病院隣）

【タイトル】「そうだったんだ！これで分かる生活習慣病」

【 講 師 】南部町国民健康保険西伯病院
 

＜運 動 講 習

【 日 時 】１１月１３日（金

    （受付）

    （講習

【 場 所 】南部町健康管理センターすこやか（西伯病院隣）

【タイトル】「そうだ！ウォーキングしよう！

        

【 講 師 】NPO

運動指導員

【 持ち物 】飲み物

【 その他 】動きやすい服装でお越しください。

■ 第４７回鳥取県交通安全県民大会開催のお知らせ
交通安全県民大会は交通安全意識の

ます。どなたでも

します。 

【 日 時 】 

【 場 所 】 

【 内 容 】 

       

       

【 主 催 】鳥取県

【連絡・問い合わせ先】企画

『からだスッキリ教室』
南部町では運動不足の方や生活習慣を見直されない方が多く、生活習慣病

活習慣が原因で起こる病気）になる方が年々増えています。

一度限りの人生です！病気を予防して

を目指しましょう！ 

講演会と運動講習を行いますのでぜひご参加ください。

＜生活習慣病予防講演会＞

１０月２９日（木）

（受付）午前９時３０分～

（講演）午前１０時

南部町健康管理センターすこやか（西伯病院隣）

「そうだったんだ！これで分かる生活習慣病」

南部町国民健康保険西伯病院

運 動 講 習 会＞

１１月１３日（金

（受付）午後０時

（講習）午後１時

南部町健康管理センターすこやか（西伯病院隣）

「そうだ！ウォーキングしよう！

        今話題の『ロコトレ』つき！スポ

NPO 法人南部町総合型地域スポーツクラブ（スポ

運動指導員 

飲み物 

動きやすい服装でお越しください。

第４７回鳥取県交通安全県民大会開催のお知らせ
安全県民大会は交通安全意識の

でもご参加いただけます

 １１月１０日（火）

 とりぎん文化会館小ホール

 正午～午後３

  午後１時３０分～

  午後２時１０分～

鳥取県交通対策協議会

問い合わせ先】企画

【問い合わせ先】

       

 

『からだスッキリ教室』
南部町では運動不足の方や生活習慣を見直されない方が多く、生活習慣病

活習慣が原因で起こる病気）になる方が年々増えています。

病気を予防して

講演会と運動講習を行いますのでぜひご参加ください。

＜生活習慣病予防講演会＞ 

１０月２９日（木） 

（受付）午前９時３０分～午前

（講演）午前１０時  ～午前

南部町健康管理センターすこやか（西伯病院隣）

「そうだったんだ！これで分かる生活習慣病」

南部町国民健康保険西伯病院

＞ 

１１月１３日（金） 

時４５分～午後

１時  ～ 午後

南部町健康管理センターすこやか（西伯病院隣）

「そうだ！ウォーキングしよう！

今話題の『ロコトレ』つき！スポ

法人南部町総合型地域スポーツクラブ（スポ

 亀尾 由紀 

動きやすい服装でお越しください。

第４７回鳥取県交通安全県民大会開催のお知らせ
安全県民大会は交通安全意識の

参加いただけます

１１月１０日（火）  

文化会館小ホール

午後３時３０分

時３０分～  

時１０分～  

交通対策協議会 

問い合わせ先】企画政策課 

【問い合わせ先】南部町

      電話 

『からだスッキリ教室』 講演会・運動講習会のお知ら
南部町では運動不足の方や生活習慣を見直されない方が多く、生活習慣病

活習慣が原因で起こる病気）になる方が年々増えています。

病気を予防して、これからの人生をより楽しく過ごすためにみんなで『からだスッキリ』

講演会と運動講習を行いますのでぜひご参加ください。

午前１０時 

午前１１時 

南部町健康管理センターすこやか（西伯病院隣）

「そうだったんだ！これで分かる生活習慣病」

南部町国民健康保険西伯病院 副院長

午後１時 

午後２時 

南部町健康管理センターすこやか（西伯病院隣）

「そうだ！ウォーキングしよう！ 

今話題の『ロコトレ』つき！スポ

法人南部町総合型地域スポーツクラブ（スポ

 氏 

動きやすい服装でお越しください。 

第４７回鳥取県交通安全県民大会開催のお知らせ
安全県民大会は交通安全意識の更なる高揚を

ので参加希望

  正午～午後３

文化会館小ホール（鳥取市尚

分 （体験・展示コーナー）

   （式典） 

   （講演） 

 TEL ６６-３１１３

南部町役場町民生活課（法勝寺庁舎）

 ６６－３１１６

講演会・運動講習会のお知ら
南部町では運動不足の方や生活習慣を見直されない方が多く、生活習慣病

活習慣が原因で起こる病気）になる方が年々増えています。 

これからの人生をより楽しく過ごすためにみんなで『からだスッキリ』

講演会と運動講習を行いますのでぜひご参加ください。（両日とも予約は不要です）

南部町健康管理センターすこやか（西伯病院隣）

「そうだったんだ！これで分かる生活習慣病」 

副院長 陶山 和子氏

南部町健康管理センターすこやか（西伯病院隣）

今話題の『ロコトレ』つき！スポ net 運動講習会」

法人南部町総合型地域スポーツクラブ（スポ

 

第４７回鳥取県交通安全県民大会開催のお知らせ
を図り、交通事故を防止することを目的として

ので参加希望の方は１０月３０

午後３時３０分

（鳥取市尚徳町 101

展示コーナー）

 幼稚園児による「

 演題「交通

講師 漫才師

３１１３ 

役場町民生活課（法勝寺庁舎）

６６－３１１６ 保健師まで

講演会・運動講習会のお知ら
南部町では運動不足の方や生活習慣を見直されない方が多く、生活習慣病

 

これからの人生をより楽しく過ごすためにみんなで『からだスッキリ』

（両日とも予約は不要です）

南部町健康管理センターすこやか（西伯病院隣） 

 

和子氏 

南部町健康管理センターすこやか（西伯病院隣） 

運動講習会」 

法人南部町総合型地域スポーツクラブ（スポ net なんぶ）

第４７回鳥取県交通安全県民大会開催のお知らせ
図り、交通事故を防止することを目的として

１０月３０日（金

３０分まで 

101 番地５）  

展示コーナー） シートベルト効果体験など

による「交通安全メッセージ」

演題「交通安全ルールとマナーは幸せの素

漫才師 林家
はやしや

ライス
ら い す

役場町民生活課（法勝寺庁舎） 

保健師まで 

講演会・運動講習会のお知らせ
南部町では運動不足の方や生活習慣を見直されない方が多く、生活習慣病（高血圧、糖尿病、脂質異常症

これからの人生をより楽しく過ごすためにみんなで『からだスッキリ』

（両日とも予約は不要です）

なんぶ）  

第４７回鳥取県交通安全県民大会開催のお知らせ ■ 
図り、交通事故を防止することを目的として

（金）までに企画政策課

  

シートベルト効果体験など

交通安全メッセージ」

安全ルールとマナーは幸せの素

ライス
ら い す

・カレー子
か れ ー こ

 

せ ■ 
（高血圧、糖尿病、脂質異常症

これからの人生をより楽しく過ごすためにみんなで『からだスッキリ』

（両日とも予約は不要です） 

図り、交通事故を防止することを目的として以下

）までに企画政策課までご連絡を

ベルト効果体験など 

安全メッセージ」発表など

安全ルールとマナーは幸せの素」 

カレー子
か れ ー こ

 氏 

 

（高血圧、糖尿病、脂質異常症など生

これからの人生をより楽しく過ごすためにみんなで『からだスッキリ』

以下の通り開催され

までご連絡をお願い

発表など 

 

 

 

など生

これからの人生をより楽しく過ごすためにみんなで『からだスッキリ』

の通り開催され

お願い



 ■ 
水道料金は、

検針が必要となります。

水道を使用されている町民の皆様には、いつでも正確に検針を行うことができるようメーター

ボックスの管理に協力をお願いします。

・水道メーターが入っているメーターボックスの上には荷物などを置かないでください。

・メーターボックス付近は庭木などで覆われないようにしてください。

・犬はメーターボックスから離れたところにつないでください。

・メーターボックスの上には車を駐車しないようにしてください。

・メーターボックスの中に土が入り、メーターが埋まらないようにしてください。

【問い合わせ先】

■ 
我が家自慢の手作り味噌を作ってみませんか？

【 期 間

【 場 所

【 料 金

【 申込先

【申込み締切】

【 その他

【問い合わせ先

■ 
取引または証明上の計量に使用してい

ればなりません。この検査を受けないで、取引又は証明上の計量に「はかり」を使用すると計量法違反と

して処罰されることがあります。該当の計量器をお持ちの方は、下記のどちらかの会場で必ず検査を受け

て下さい。

【検査の対象となる使用例】

【検査に必要なもの】清掃した計量器（はかり）、

【その他】・使用している計量器が検査対象であるかどうかや、検査手数料の額など不明な点は、下記までお問い合

【問い合わせ先】

 水道メーターの検針にご協力をお願いします
水道料金は、2

検針が必要となります。

水道を使用されている町民の皆様には、いつでも正確に検針を行うことができるようメーター

ボックスの管理に協力をお願いします。

・水道メーターが入っているメーターボックスの上には荷物などを置かないでください。

・メーターボックス付近は庭木などで覆われないようにしてください。

・犬はメーターボックスから離れたところにつないでください。

・メーターボックスの上には車を駐車しないようにしてください。

・メーターボックスの中に土が入り、メーターが埋まらないようにしてください。

【問い合わせ先】

 味噌の手作り始めます
我が家自慢の手作り味噌を作ってみませんか？

【 期 間 】 １２月～３月

【 場 所 】 めぐみの里（阿賀）・大豆加工所（法勝寺）・えぷろん（市山）の各加工施設

【 料 金 】 使用料

【 申込先 】 めぐみの里・大豆加工所：南部町役場天萬庁舎（産業課

えぷろん

【申込み締切】 

【 その他 】 材料

問い合わせ先】

 特定計量器（はかり）定期検査についてのお知らせ
取引または証明上の計量に使用してい

ればなりません。この検査を受けないで、取引又は証明上の計量に「はかり」を使用すると計量法違反と

して処罰されることがあります。該当の計量器をお持ちの方は、下記のどちらかの会場で必ず検査を受け

て下さい。 

検査日

10 月 30

11 月 5

【検査の対象となる使用例】

○商取引 

○宅配便の取り次ぎ

※ 体重計やキッチンスケールなどの「家庭用はかり」は取引又は証明上の計量には使用できません。

【検査に必要なもの】清掃した計量器（はかり）、

【その他】・使用している計量器が検査対象であるかどうかや、検査手数料の額など不明な点は、下記までお問い合

わせください。

・これまでに受検された事業者には、鳥取県から検査の日程･場所を文書で改めてお知らせします。

【問い合わせ先】

水道メーターの検針にご協力をお願いします
2 ヵ月に 1度の検針で確認する水道の使用水量によって計算されており、正確な

検針が必要となります。 

水道を使用されている町民の皆様には、いつでも正確に検針を行うことができるようメーター

ボックスの管理に協力をお願いします。

・水道メーターが入っているメーターボックスの上には荷物などを置かないでください。

・メーターボックス付近は庭木などで覆われないようにしてください。

・犬はメーターボックスから離れたところにつないでください。

・メーターボックスの上には車を駐車しないようにしてください。

・メーターボックスの中に土が入り、メーターが埋まらないようにしてください。

【問い合わせ先】上下水道課

味噌の手作り始めます
我が家自慢の手作り味噌を作ってみませんか？

１２月～３月 

めぐみの里（阿賀）・大豆加工所（法勝寺）・えぷろん（市山）の各加工施設

使用料 味噌１㎏当り

めぐみの里・大豆加工所：南部町役場天萬庁舎（産業課

えぷろん   

申込書は、各申込先に設置しております。

 平成２７年１１月６日（金）

材料(米、大豆、塩、麹

】 産業課 担当：田邉

※必ず申込書を提出下さい。

※味噌の委託製造については１１月の情報なんぶに掲載します。

特定計量器（はかり）定期検査についてのお知らせ
取引または証明上の計量に使用してい

ればなりません。この検査を受けないで、取引又は証明上の計量に「はかり」を使用すると計量法違反と

して処罰されることがあります。該当の計量器をお持ちの方は、下記のどちらかの会場で必ず検査を受け

検査日 

30 日（金） 

5 日（木） 

【検査の対象となる使用例】

 ○材料購入

○宅配便の取り次ぎ 

体重計やキッチンスケールなどの「家庭用はかり」は取引又は証明上の計量には使用できません。

【検査に必要なもの】清掃した計量器（はかり）、

【その他】・使用している計量器が検査対象であるかどうかや、検査手数料の額など不明な点は、下記までお問い合

わせください。

・これまでに受検された事業者には、鳥取県から検査の日程･場所を文書で改めてお知らせします。

【問い合わせ先】産業課     

鳥取県くらしの安心推進課

水道メーターの検針にご協力をお願いします
度の検針で確認する水道の使用水量によって計算されており、正確な

水道を使用されている町民の皆様には、いつでも正確に検針を行うことができるようメーター

ボックスの管理に協力をお願いします。 

・水道メーターが入っているメーターボックスの上には荷物などを置かないでください。

・メーターボックス付近は庭木などで覆われないようにしてください。

・犬はメーターボックスから離れたところにつないでください。

・メーターボックスの上には車を駐車しないようにしてください。

・メーターボックスの中に土が入り、メーターが埋まらないようにしてください。

上下水道課 ６６－４８０７

味噌の手作り始めます 
我が家自慢の手作り味噌を作ってみませんか？

 

めぐみの里（阿賀）・大豆加工所（法勝寺）・えぷろん（市山）の各加工施設

味噌１㎏当り(出来上がり）

めぐみの里・大豆加工所：南部町役場天萬庁舎（産業課

       ：あいみ富有の里地域振興協議会（いこい荘内）

申込書は、各申込先に設置しております。

平成２７年１１月６日（金）

米、大豆、塩、麹)は持参下さい。用意出来ない方は、米以外は斡旋します。

担当：田邉 

※必ず申込書を提出下さい。

※味噌の委託製造については１１月の情報なんぶに掲載します。

特定計量器（はかり）定期検査についてのお知らせ
取引または証明上の計量に使用してい

ればなりません。この検査を受けないで、取引又は証明上の計量に「はかり」を使用すると計量法違反と

して処罰されることがあります。該当の計量器をお持ちの方は、下記のどちらかの会場で必ず検査を受け

検査会場

 南部町役場天

 プラザ西伯

【検査の対象となる使用例】 

○材料購入 ○製品出荷

 ○身体測定・健康診断の体重測定

体重計やキッチンスケールなどの「家庭用はかり」は取引又は証明上の計量には使用できません。

【検査に必要なもの】清掃した計量器（はかり）、

【その他】・使用している計量器が検査対象であるかどうかや、検査手数料の額など不明な点は、下記までお問い合

わせください。 

・これまでに受検された事業者には、鳥取県から検査の日程･場所を文書で改めてお知らせします。

         

鳥取県くらしの安心推進課

水道メーターの検針にご協力をお願いします
度の検針で確認する水道の使用水量によって計算されており、正確な

水道を使用されている町民の皆様には、いつでも正確に検針を行うことができるようメーター

 

・水道メーターが入っているメーターボックスの上には荷物などを置かないでください。

・メーターボックス付近は庭木などで覆われないようにしてください。

・犬はメーターボックスから離れたところにつないでください。

・メーターボックスの上には車を駐車しないようにしてください。

・メーターボックスの中に土が入り、メーターが埋まらないようにしてください。

６６－４８０７ 

 ■ 
我が家自慢の手作り味噌を作ってみませんか？  

めぐみの里（阿賀）・大豆加工所（法勝寺）・えぷろん（市山）の各加工施設

出来上がり）  

めぐみの里・大豆加工所：南部町役場天萬庁舎（産業課

：あいみ富有の里地域振興協議会（いこい荘内）

申込書は、各申込先に設置しております。

平成２７年１１月６日（金） 

は持参下さい。用意出来ない方は、米以外は斡旋します。

 TEL ６４－３７８３

※必ず申込書を提出下さい。電話での申し込みは出来ません。

※味噌の委託製造については１１月の情報なんぶに掲載します。

特定計量器（はかり）定期検査についてのお知らせ
取引または証明上の計量に使用している計量器（はかり）は、２年に１回県が行う定期検査を受けなけ

ればなりません。この検査を受けないで、取引又は証明上の計量に「はかり」を使用すると計量法違反と

して処罰されることがあります。該当の計量器をお持ちの方は、下記のどちらかの会場で必ず検査を受け

検査会場 

南部町役場天萬庁舎 

プラザ西伯 

○製品出荷 ○商品の重量詰め込み

○身体測定・健康診断の体重測定

体重計やキッチンスケールなどの「家庭用はかり」は取引又は証明上の計量には使用できません。

【検査に必要なもの】清掃した計量器（はかり）、特定計量器定期検査申請書、検査手数料、印鑑

【その他】・使用している計量器が検査対象であるかどうかや、検査手数料の額など不明な点は、下記までお問い合

・これまでに受検された事業者には、鳥取県から検査の日程･場所を文書で改めてお知らせします。

      TEL ６４－３７８３

鳥取県くらしの安心推進課 TEL ０８５７－２６－７６０１

水道メーターの検針にご協力をお願いします
度の検針で確認する水道の使用水量によって計算されており、正確な

水道を使用されている町民の皆様には、いつでも正確に検針を行うことができるようメーター

・水道メーターが入っているメーターボックスの上には荷物などを置かないでください。

・メーターボックス付近は庭木などで覆われないようにしてください。

・犬はメーターボックスから離れたところにつないでください。

・メーターボックスの上には車を駐車しないようにしてください。

・メーターボックスの中に土が入り、メーターが埋まらないようにしてください。

めぐみの里（阿賀）・大豆加工所（法勝寺）・えぷろん（市山）の各加工施設

  ７５円 

めぐみの里・大豆加工所：南部町役場天萬庁舎（産業課

：あいみ富有の里地域振興協議会（いこい荘内）

申込書は、各申込先に設置しております。 

は持参下さい。用意出来ない方は、米以外は斡旋します。

６４－３７８３ 

電話での申し込みは出来ません。

※味噌の委託製造については１１月の情報なんぶに掲載します。

特定計量器（はかり）定期検査についてのお知らせ
計量器（はかり）は、２年に１回県が行う定期検査を受けなけ

ればなりません。この検査を受けないで、取引又は証明上の計量に「はかり」を使用すると計量法違反と

して処罰されることがあります。該当の計量器をお持ちの方は、下記のどちらかの会場で必ず検査を受け

 南部町天萬

南部町法勝寺１６７－２

○商品の重量詰め込み

○身体測定・健康診断の体重測定 

体重計やキッチンスケールなどの「家庭用はかり」は取引又は証明上の計量には使用できません。

特定計量器定期検査申請書、検査手数料、印鑑

【その他】・使用している計量器が検査対象であるかどうかや、検査手数料の額など不明な点は、下記までお問い合

・これまでに受検された事業者には、鳥取県から検査の日程･場所を文書で改めてお知らせします。

６４－３７８３

０８５７－２６－７６０１

水道メーターの検針にご協力をお願いします ■ 
度の検針で確認する水道の使用水量によって計算されており、正確な

水道を使用されている町民の皆様には、いつでも正確に検針を行うことができるようメーター

・水道メーターが入っているメーターボックスの上には荷物などを置かないでください。

・メーターボックス付近は庭木などで覆われないようにしてください。 

・犬はメーターボックスから離れたところにつないでください。 

・メーターボックスの上には車を駐車しないようにしてください。 

・メーターボックスの中に土が入り、メーターが埋まらないようにしてください。

めぐみの里（阿賀）・大豆加工所（法勝寺）・えぷろん（市山）の各加工施設

めぐみの里・大豆加工所：南部町役場天萬庁舎（産業課）・法勝寺庁舎（建設課）

：あいみ富有の里地域振興協議会（いこい荘内）

は持参下さい。用意出来ない方は、米以外は斡旋します。

電話での申し込みは出来ません。

※味噌の委託製造については１１月の情報なんぶに掲載します。

特定計量器（はかり）定期検査についてのお知らせ
計量器（はかり）は、２年に１回県が行う定期検査を受けなけ

ればなりません。この検査を受けないで、取引又は証明上の計量に「はかり」を使用すると計量法違反と

して処罰されることがあります。該当の計量器をお持ちの方は、下記のどちらかの会場で必ず検査を受け

所在地 

南部町天萬 ５５８ 

南部町法勝寺１６７－２

○商品の重量詰め込み ○農家の直販、直売所

 ○薬の調剤 

体重計やキッチンスケールなどの「家庭用はかり」は取引又は証明上の計量には使用できません。

特定計量器定期検査申請書、検査手数料、印鑑

【その他】・使用している計量器が検査対象であるかどうかや、検査手数料の額など不明な点は、下記までお問い合

・これまでに受検された事業者には、鳥取県から検査の日程･場所を文書で改めてお知らせします。

６４－３７８３      

０８５７－２６－７６０１

 
度の検針で確認する水道の使用水量によって計算されており、正確な

水道を使用されている町民の皆様には、いつでも正確に検針を行うことができるようメーター

・水道メーターが入っているメーターボックスの上には荷物などを置かないでください。

・メーターボックスの中に土が入り、メーターが埋まらないようにしてください。 

めぐみの里（阿賀）・大豆加工所（法勝寺）・えぷろん（市山）の各加工施設

・法勝寺庁舎（建設課）

：あいみ富有の里地域振興協議会（いこい荘内） 

は持参下さい。用意出来ない方は、米以外は斡旋します。

電話での申し込みは出来ません。 

※味噌の委託製造については１１月の情報なんぶに掲載します。 

特定計量器（はかり）定期検査についてのお知らせ ■ 
計量器（はかり）は、２年に１回県が行う定期検査を受けなけ

ればなりません。この検査を受けないで、取引又は証明上の計量に「はかり」を使用すると計量法違反と

して処罰されることがあります。該当の計量器をお持ちの方は、下記のどちらかの会場で必ず検査を受け

 午後１時

南部町法勝寺１６７－２ 午後１時

○農家の直販、直売所

 

体重計やキッチンスケールなどの「家庭用はかり」は取引又は証明上の計量には使用できません。

特定計量器定期検査申請書、検査手数料、印鑑

【その他】・使用している計量器が検査対象であるかどうかや、検査手数料の額など不明な点は、下記までお問い合

・これまでに受検された事業者には、鳥取県から検査の日程･場所を文書で改めてお知らせします。

     FAX ６４－２１８３

０８５７－２６－７６０１  FAX ０８５７－２６－８１７１

度の検針で確認する水道の使用水量によって計算されており、正確な

水道を使用されている町民の皆様には、いつでも正確に検針を行うことができるようメーター

・水道メーターが入っているメーターボックスの上には荷物などを置かないでください。 

めぐみの里（阿賀）・大豆加工所（法勝寺）・えぷろん（市山）の各加工施設 

・法勝寺庁舎（建設課） 

 

は持参下さい。用意出来ない方は、米以外は斡旋します。 

計量器（はかり）は、２年に１回県が行う定期検査を受けなけ

ればなりません。この検査を受けないで、取引又は証明上の計量に「はかり」を使用すると計量法違反と

して処罰されることがあります。該当の計量器をお持ちの方は、下記のどちらかの会場で必ず検査を受け

実施時間

午後１時 ～ 午後３時

午後１時 ～ 午後３時

○農家の直販、直売所 

体重計やキッチンスケールなどの「家庭用はかり」は取引又は証明上の計量には使用できません。

特定計量器定期検査申請書、検査手数料、印鑑 

【その他】・使用している計量器が検査対象であるかどうかや、検査手数料の額など不明な点は、下記までお問い合

・これまでに受検された事業者には、鳥取県から検査の日程･場所を文書で改めてお知らせします。

６４－２１８３

０８５７－２６－８１７１

計量器（はかり）は、２年に１回県が行う定期検査を受けなけ

ればなりません。この検査を受けないで、取引又は証明上の計量に「はかり」を使用すると計量法違反と

して処罰されることがあります。該当の計量器をお持ちの方は、下記のどちらかの会場で必ず検査を受け

実施時間 

午後３時 

午後３時 

体重計やキッチンスケールなどの「家庭用はかり」は取引又は証明上の計量には使用できません。 

 

【その他】・使用している計量器が検査対象であるかどうかや、検査手数料の額など不明な点は、下記までお問い合

・これまでに受検された事業者には、鳥取県から検査の日程･場所を文書で改めてお知らせします。 

６４－２１８３ 

０８５７－２６－８１７１ 

 

計量器（はかり）は、２年に１回県が行う定期検査を受けなけ

ればなりません。この検査を受けないで、取引又は証明上の計量に「はかり」を使用すると計量法違反と

して処罰されることがあります。該当の計量器をお持ちの方は、下記のどちらかの会場で必ず検査を受け

【その他】・使用している計量器が検査対象であるかどうかや、検査手数料の額など不明な点は、下記までお問い合

 

 

 

 

■
 

今年は中学生以下参加費無料！柿の

【 日 時

       

【 会 場

【 参加費

【募集部門】

【 申 込

【問い合わせ先】

■
【団地名、戸数、規格、家賃】

【入居者の資格】

【申込受付期間・場所】

  

  

【申込に必要な書類】

【入居選考方法】

  

【入居可能予定日】

【申込先】建設課

■ 第 27
 毎年恒例となりました全国柿の

今年は中学生以下参加費無料！柿の

【 日 時 】 

       

【 会 場 】 

【 参加費 】 

【募集部門】 

【 申 込 】

【問い合わせ先】

■ 公営住宅入居者の募集について
【団地名、戸数、規格、家賃】

団地名

戸構団地

【入居者の資格】

＊ 現在一緒に住んでいるか、又は住もうとしている親族があること。

＊ 世帯の収入が公営住宅法に定める収入基準に合うこと｡（月平均所得が

＊ 現に住宅に困窮していることが明らかな人｡

＊ 市町村税を滞納していないこと。

＊ 連帯保証人が必要です。（町内在住者

【申込受付期間・場所】

  平成２７年１０月１６日（金）～平成２７年１０月３０日（金）の間

  南部町法勝寺３７７－１

【申込に必要な書類】

住宅申込書、住民票、収入に関する証明書、納税証明書、住宅困窮証明書

（住宅申込書、住宅困窮証明書は建設課にあります。）

【入居選考方法】

  書類を審査し、入居決定者に通知します。

（申込多数の場合は抽選とし、抽選については後日連絡しますが、一定の要件（母子家庭、高齢者等）を満た

す方については、抽選によらないで優先的に入居を決定する場合があります｡）

【入居可能予定日】

【申込先】建設課

27 回全国柿の種吹きとばし大会参加者募集
毎年恒例となりました全国柿の

今年は中学生以下参加費無料！柿の

 平成２７年１１月２３日

       受付：午前

 南部町農業者トレーニングセンター

 ５００円／人、パーティー（中学生以下は無料です）

 ４部門（メンズ、レディース、ペアレント

】 南部町ホームページで募集要項を確認のうえ、①氏名、②年齢、③住所、④電話番号、

⑤参加部門を電話、ＦＡＸ、郵送、メール等でご連絡ください。

締切：平成２７年１１月１１日

【問い合わせ先】富有の里まつり実行委員会事務局（企画政策課）

TEL ６６

公営住宅入居者の募集について
【団地名、戸数、規格、家賃】

団地名 

戸構団地 10 号 

【入居者の資格】 

現在一緒に住んでいるか、又は住もうとしている親族があること。

世帯の収入が公営住宅法に定める収入基準に合うこと｡（月平均所得が

現に住宅に困窮していることが明らかな人｡

市町村税を滞納していないこと。

連帯保証人が必要です。（町内在住者

【申込受付期間・場所】 

平成２７年１０月１６日（金）～平成２７年１０月３０日（金）の間

南部町法勝寺３７７－１

【申込に必要な書類】 

住宅申込書、住民票、収入に関する証明書、納税証明書、住宅困窮証明書

（住宅申込書、住宅困窮証明書は建設課にあります。）

【入居選考方法】 

書類を審査し、入居決定者に通知します。

（申込多数の場合は抽選とし、抽選については後日連絡しますが、一定の要件（母子家庭、高齢者等）を満た

す方については、抽選によらないで優先的に入居を決定する場合があります｡）

【入居可能予定日】 平成２７年１１月１３日

【申込先】建設課 担当：畑岡

ボランティアスタッフ

 柿の皮むきや計測・記録係として協力いただける方を募集しています。

 ご協力いただける方は、上記の「問

 一緒に大会を熱く盛り上げましょう！

回全国柿の種吹きとばし大会参加者募集
毎年恒例となりました全国柿の種吹きとばし大会を

今年は中学生以下参加費無料！柿の種を飛ばしてハワイに行こう！

平成２７年１１月２３日

午前１０時３０分

南部町農業者トレーニングセンター

円／人、パーティー（中学生以下は無料です）

部門（メンズ、レディース、ペアレント

南部町ホームページで募集要項を確認のうえ、①氏名、②年齢、③住所、④電話番号、

⑤参加部門を電話、ＦＡＸ、郵送、メール等でご連絡ください。

平成２７年１１月１１日

富有の里まつり実行委員会事務局（企画政策課）

６６－３１１３

公営住宅入居者の募集について
【団地名、戸数、規格、家賃】 

募集戸数 

１ 

現在一緒に住んでいるか、又は住もうとしている親族があること。

世帯の収入が公営住宅法に定める収入基準に合うこと｡（月平均所得が

現に住宅に困窮していることが明らかな人｡

市町村税を滞納していないこと。

連帯保証人が必要です。（町内在住者

 

平成２７年１０月１６日（金）～平成２７年１０月３０日（金）の間

南部町法勝寺３７７－１ 法勝寺庁舎建設課

住宅申込書、住民票、収入に関する証明書、納税証明書、住宅困窮証明書

（住宅申込書、住宅困窮証明書は建設課にあります。）

書類を審査し、入居決定者に通知します。

（申込多数の場合は抽選とし、抽選については後日連絡しますが、一定の要件（母子家庭、高齢者等）を満た

す方については、抽選によらないで優先的に入居を決定する場合があります｡）

平成２７年１１月１３日

担当：畑岡 TEL 

FAX 

ボランティアスタッフ

柿の皮むきや計測・記録係として協力いただける方を募集しています。

ご協力いただける方は、上記の「問

一緒に大会を熱く盛り上げましょう！

回全国柿の種吹きとばし大会参加者募集
種吹きとばし大会を

種を飛ばしてハワイに行こう！

平成２７年１１月２３日（月・祝）

１０時３０分～  開始：

南部町農業者トレーニングセンター

円／人、パーティー（中学生以下は無料です）

部門（メンズ、レディース、ペアレント

南部町ホームページで募集要項を確認のうえ、①氏名、②年齢、③住所、④電話番号、

⑤参加部門を電話、ＦＡＸ、郵送、メール等でご連絡ください。

平成２７年１１月１１日（水

富有の里まつり実行委員会事務局（企画政策課）

 FAX ６６－

公営住宅入居者の募集について

 建築年度

Ｓ５４ 

現在一緒に住んでいるか、又は住もうとしている親族があること。

世帯の収入が公営住宅法に定める収入基準に合うこと｡（月平均所得が

現に住宅に困窮していることが明らかな人｡

市町村税を滞納していないこと。 

連帯保証人が必要です。（町内在住者 2名）

平成２７年１０月１６日（金）～平成２７年１０月３０日（金）の間

法勝寺庁舎建設課 

住宅申込書、住民票、収入に関する証明書、納税証明書、住宅困窮証明書

（住宅申込書、住宅困窮証明書は建設課にあります。）

書類を審査し、入居決定者に通知します。 

（申込多数の場合は抽選とし、抽選については後日連絡しますが、一定の要件（母子家庭、高齢者等）を満た

す方については、抽選によらないで優先的に入居を決定する場合があります｡）

平成２７年１１月１３日 

TEL ６６－３１１５

FAX ６６－４４２６

ボランティアスタッフ募集 

柿の皮むきや計測・記録係として協力いただける方を募集しています。

ご協力いただける方は、上記の「問

一緒に大会を熱く盛り上げましょう！

回全国柿の種吹きとばし大会参加者募集
種吹きとばし大会を今年も開催します。

種を飛ばしてハワイに行こう！

（月・祝）   

開始：正午 

南部町農業者トレーニングセンター 

円／人、パーティー（中学生以下は無料です）

部門（メンズ、レディース、ペアレント&チャイルド、パーティー）

南部町ホームページで募集要項を確認のうえ、①氏名、②年齢、③住所、④電話番号、

⑤参加部門を電話、ＦＡＸ、郵送、メール等でご連絡ください。

（水） 

富有の里まつり実行委員会事務局（企画政策課）

－４４２６ 

公営住宅入居者の募集について ■ 

建築年度 構

 木造 2

現在一緒に住んでいるか、又は住もうとしている親族があること。

世帯の収入が公営住宅法に定める収入基準に合うこと｡（月平均所得が

現に住宅に困窮していることが明らかな人｡ 

名） 

平成２７年１０月１６日（金）～平成２７年１０月３０日（金）の間

 

住宅申込書、住民票、収入に関する証明書、納税証明書、住宅困窮証明書

（住宅申込書、住宅困窮証明書は建設課にあります。） 

（申込多数の場合は抽選とし、抽選については後日連絡しますが、一定の要件（母子家庭、高齢者等）を満た

す方については、抽選によらないで優先的に入居を決定する場合があります｡）

３１１５ 

６６－４４２６ 

柿の皮むきや計測・記録係として協力いただける方を募集しています。

ご協力いただける方は、上記の「問い合わ

一緒に大会を熱く盛り上げましょう！ 

回全国柿の種吹きとばし大会参加者募集 
今年も開催します。

種を飛ばしてハワイに行こう！  

円／人、パーティー（中学生以下は無料です） 

チャイルド、パーティー）

南部町ホームページで募集要項を確認のうえ、①氏名、②年齢、③住所、④電話番号、

⑤参加部門を電話、ＦＡＸ、郵送、メール等でご連絡ください。

富有の里まつり実行委員会事務局（企画政策課） 

 メール kikaku@town.nanbu.tottori.jp

構 造 部屋数

2階建 ３

現在一緒に住んでいるか、又は住もうとしている親族があること。

世帯の収入が公営住宅法に定める収入基準に合うこと｡（月平均所得が

平成２７年１０月１６日（金）～平成２７年１０月３０日（金）の間 

住宅申込書、住民票、収入に関する証明書、納税証明書、住宅困窮証明書

（申込多数の場合は抽選とし、抽選については後日連絡しますが、一定の要件（母子家庭、高齢者等）を満た

す方については、抽選によらないで優先的に入居を決定する場合があります｡）

柿の皮むきや計測・記録係として協力いただける方を募集しています。

わせ先」までご一報ください。

 ■ 
今年も開催します。 

チャイルド、パーティー）

南部町ホームページで募集要項を確認のうえ、①氏名、②年齢、③住所、④電話番号、

⑤参加部門を電話、ＦＡＸ、郵送、メール等でご連絡ください。 

kikaku@town.nanbu.tottori.jp

部屋数 

３DK 9,100

現在一緒に住んでいるか、又は住もうとしている親族があること。 

世帯の収入が公営住宅法に定める収入基準に合うこと｡（月平均所得が 15 万 8

 

住宅申込書、住民票、収入に関する証明書、納税証明書、住宅困窮証明書 

（申込多数の場合は抽選とし、抽選については後日連絡しますが、一定の要件（母子家庭、高齢者等）を満た

す方については、抽選によらないで優先的に入居を決定する場合があります｡） 

柿の皮むきや計測・記録係として協力いただける方を募集しています。

せ先」までご一報ください。

チャイルド、パーティー） 

南部町ホームページで募集要項を確認のうえ、①氏名、②年齢、③住所、④電話番号、

kikaku@town.nanbu.tottori.jp

家賃月額 

9,100円～13,600

8 千円以下）

（申込多数の場合は抽選とし、抽選については後日連絡しますが、一定の要件（母子家庭、高齢者等）を満た

柿の皮むきや計測・記録係として協力いただける方を募集しています。 

せ先」までご一報ください。 

南部町ホームページで募集要項を確認のうえ、①氏名、②年齢、③住所、④電話番号、 

kikaku@town.nanbu.tottori.jp 

 

13,600円 

千円以下） 

（申込多数の場合は抽選とし、抽選については後日連絡しますが、一定の要件（母子家庭、高齢者等）を満た（申込多数の場合は抽選とし、抽選については後日連絡しますが、一定の要件（母子家庭、高齢者等）を満た


